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第１章 計画の策定 1 

 2 

第１節 計画の策定趣旨 3 

本県では、平成 13（2001）年度からの第１期情報化推進計画以降、情報4 

化推進に取り組んできました。 5 

東日本大震災及び原子力災害からの復興・再生及び地方創生・人口減少対6 

策を前に進めていくため、産業の振興や情報発信、行財政運営など、様々な7 

分野でデジタル技術を利活用していくことが必要です。 8 

また、今般の新型コロナウイルス感染症（以下「新型感染症」という。）9 

の拡大を契機として、世界的にデジタル化が加速しており、本県としてもこ10 

れに対応していく必要があります。 11 

そのような状況の中で、本県は令和３（2021）年に策定した新たな県総合12 

計画において、横断的に対応すべき課題としてデジタル・トランスフォーメ13 

ーション（以下「デジタル変革（ＤＸ）」という。）の推進を掲げ、新たな総14 

合計画、復興計画及びふくしま創生総合戦略に基づく各種施策の基礎として、15 

県デジタル変革（ＤＸ）推進基本方針（以下「ＤＸ基本方針」という。）を16 

策定し、公表しました。 17 

加えて、官民のデータ利活用のための環境を総合的かつ効果的に整備する18 

ために平成 28（2016）年 12月に公布・施行された、官民データ活用推進基19 

本法（平成 28 年法律第 103 号）に基づき、本県としての官民データ活用の20 

取組を引き続き計画的に推進していく必要があります。 21 

以上のことから、震災からの復興・再生及び地方創生・人口減少対策等の22 

本県が直面する様々な課題の解決やＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成23 

に向けた取組の推進等に向け、デジタル技術と官民データを有効かつ積極的24 

に利活用し、ＤＸ基本方針を実現するための計画として、これまでの情報化25 

推進計画をデジタル変革（ＤＸ）の視点で見直し、行政（県庁・市町村）及26 

び地域（県民の暮らしや仕事など）の両面でデジタル化を推進するための新27 

たな計画として策定することといたしました。 28 

なお、ＤＸ基本方針と重複する内容については、ＤＸ基本方針から引用し29 

ております。 30 

  31 
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第２節 計画の位置付け 32 

本計画は、ＤＸ基本方針で掲げた事業内容を含め、デジタル化を進める事33 

業を取りまとめた計画として策定します。 34 

また、官民データ活用推進基本法第９条に規定する都道府県官民データ活35 

用推進計画として位置付けます。 36 

 37 

【概念図】 38 

 39 

 40 

第３節 計画の期間 41 

本計画の期間は、令和４（2022）年度から令和７（2025）年度までの４カ42 

年とします。 43 

デジタル技術の急速な進展や新型感染症及び自然災害等による社会情勢44 

の変化への対応が必要であること、また、ＤＸ基本方針（2021年度から 202545 

年度）との統合を視野に改正時期を合わせるため、当該期間を設定します。  46 
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第２章 現状及び課題 47 

 48 

第１節 デジタル化の進展 49 

デジタル技術は、少子高齢化や人口減少等の社会課題の解決やＳＤＧｓ50 

（持続可能な開発目標）の達成に向けた取組の推進、持続可能な社会の構築51 

の鍵であり、現在、社会のあらゆる領域で、ＡＩを始め、ＶＲやＩｏＴ等の52 

最新のデジタル技術の活用が進んでおり、スマートシティ等の先進的な取組53 

も現れています。 54 

また、今般の新型感染症の拡大が社会全体に深刻な影響を与える一方で、55 

それを契機として、テレワークやオンライン授業の浸透等、デジタル化が加56 

速している側面もあります。 57 

世界的にデジタル化が加速する中、デジタルを業務効率化のためだけのツ58 

ールとして実装するのではなく、新たな価値の創出に活用することによって59 

競争上の優位性を確立させる「デジタル変革（ＤＸ）」の実行が、これまで60 

以上に求められています。 61 

 62 

１ デジタル・トランスフォーメーション：デジタル変革（ＤＸ） 63 

「デジタル変革（ＤＸ）」という概念は、2004 年にスウェーデンのウメ64 

オ大学のエリック・ストルターマン教授によって提唱されました。教授の65 

定義によると、「ＩＣＴの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向66 

に変化させること」とされています。現在、その定義は使われる場面によ67 

ってまちまちではありますが、社会の根本的な変化に対して、既成概念の68 

破壊を伴いながら新たな価値を創出するための改革とも捉えられるよう69 

になっています。コロナ禍を経験し、世界的にデジタル化が加速する中、70 

その概念があらためて注目されています。 71 

本県としても、その概念に基づき策定したＤＸ基本方針において「県政72 

のあらゆる分野において、従来の仕組みや仕事の進め方を、既成概念にと73 

らわれず、県民目線で見直すとともに、デジタル技術やデータを効果的に74 

活用し、新たな価値を創出することで、復興・再生と地方創生を切れ目な75 

く進め、県民一人一人が豊かさや幸せを実感できる県づくりを実現する。」 76 

を基本理念として、デジタル変革（ＤＸ）推進に取り組んでいます。 77 

 78 

２ ＡＩ 79 

ＡＩは「Artificial Intelligence」の略で、人工知能のことです。主80 

な適用分野は、画像認識、音声認識、翻訳、テキスト分析、自動運転など81 

ですが、接客や問い合わせ対応など、幅広い応用が期待されています。ま82 
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た、新型感染症への対策としても、感染者数の予測や密状態の可視化等、83 

各国でＡＩが活用されています1。 84 

さらに、ＡＩはインターネット等を介して他のＡＩ、情報システム等と85 

連携し、ネットワーク化されること（ＡＩネットワーク化）により、その86 

便益が飛躍的に増大するとともに、空間を越えて広く波及することが見込87 

まれています。 88 

  89 

３ オープンデータ、ビッグデータ 90 

オープンデータとは、「データは無料でかつコンピュータが読み込める91 

形態で、著作権の制限等がなく利用できるようにすべきである」という考92 

え方で、国や地方自治体のデータだけではなく、民間のデータも含むもの93 

です。政府が平成 24（2012）年に「電子行政オープンデータ戦略」を策定94 

してから、地方自治体でのオープンデータの取組が進展し先進的な活用事95 

例が現れています。新型感染症への対策としても、全国の地方自治体が96 

日々の感染者数等の情報を、個人情報を除いた形でオープンデータとして97 

公開し、民間の団体や個人が地域ごとの感染状況を取りまとめたＷｅｂサ98 

イトを開設・運営する際に活用されました。 99 

また、ビッグデータは、一般的なデータベースソフトやデータ処理ソフ100 

トで扱うことができないほど大量のデータを指し、ＩｏＴでのデータ収集101 

やＡＩでの分析と結びつくことで、新たな価値の創造が期待されます。 102 

 103 

４ ＩｏＴ 104 

ＩｏＴは「Internet of Things」の略であり、あらゆる「モノ」がイン105 

ターネットにつながり、情報のやりとりをすることで、モノのデータ化や106 

それに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出すことです。 107 

ＩｏＴの普及により、多様な人・モノ・組織がネットワークにつながり、108 

大量のデジタルデータの生成、収集、蓄積が進みました。それらビッグデ109 

ータをＡＩで分析し、業務処理の効率化や予測精度の向上、最適なアドバ110 

イスの提供、効率的な機械の制御などに活用することで、現実世界におけ111 

る新たな価値の創造につなげることができます。 112 

 113 

５ ＡＲ/ＶＲ 114 

ＡＲ（Augmented Reality）は、目の前にある現実世界にコンピュータ115 

で作られた映像や画像を重ね合わせ、現実世界を拡張する技術であり、Ｖ116 

                                                   
1 総務省.「AI ネットワーク社会推進会議 「報告書 2021」」、p20-29、第 2 章、

https://www.soumu.go.jp/main_content/000761967.pdf、令和 3 年 11 月 1 日参照 
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Ｒ（Virtual Reality）は、現実にない世界又は体験し難い状況をＣＧに117 

よって仮想空間上に作り出す技術です。エンターテインメント分野以外で118 

も利用が広がっており、不動産物件の内見や旅行の疑似体験、訓練や教育119 

等にも活用されています。 120 

 121 

６ クラウドサービスの普及 122 

クラウドはコンピュータの利用形態のひとつで、データセンター内に置123 

かれたデータやアプリケーション等のコンピュータ資源をネットワーク124 

経由で利用する仕組みのことです。クラウドによって、安価で高性能、故125 

障や災害で停止しにくいコンピュータシステムが使用できるようになり126 

ました。 127 

地方自治体においても、情報システムの効率化のため、全国規模のクラ128 

ウド移行に向けて、デジタル庁が中心となり、業務プロセス・情報システ129 

ムの標準化の推進等の取組が進められています。 130 

 131 

７ セキュリティリスクの増大 132 

デジタル技術の進化とともに、サイバー攻撃も複雑化・巧妙化するなど、133 

セキュリティリスクも広範かつ深刻なものとなっています。 134 

新型感染症の拡大に伴いテレワークやオンライン授業等、急速にデジタ135 

ル化が進みましたが、不慣れな利用者が増え、またシステム構成や利用形136 

態が多様化しており、従来型のセキュリティ対策では十分対応できない状137 

況が発生しています。 138 

 139 

８ スマートシティ/スーパーシティ 140 

「スマートシティ」とは、交通や健康・医療といった都市にかかわる様々141 

なデータを効率的に収集・管理することによって、データ同士の掛け合わ142 

せやデータの再利用を通じて新たなサービスの創出を可能とすることで、143 

社会課題の解決を図る都市又は地域を言います。 144 

また、「スーパーシティ」とは、スマートシティの発展形の一つであり、145 

医療や交通、教育、行政手続など、生活全般にまたがる複数の分野で、規146 

制改革とともに、ＡＩなどを活用する先端的なサービス（決済の完全キャ147 

ッシュレス化や遠隔教育、遠隔医療など）を導入することで、便利でより148 

良い暮らしを実現していく都市又は地域を言います。 149 

本県でも会津若松市において、教育・医療分野などで、県民の情報につ150 

いて、同意を得た上で地域全体の県民サービスへ活用する先進的なスマー151 

トシティの取組が進んでいます。 152 
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 153 

第２節 国の動向 154 

我が国では、平成 13（2001）年の「e-Japan戦略」の策定や、平成 15（2003）155 

年の「e-Japan戦略Ⅱ」を始めとする戦略の累次の見直しを行いながら、デ156 

ジタル技術の利活用に重点を移しつつ、世界最先端のデジタル国家を目指し157 

て政策を推進してきました。 158 

しかし、令和元（2019）年に新型感染症の流行が拡大し、コロナ禍で急速159 

にデジタル活用が進められたものの、行政手続のオンライン化の遅れなど、160 

我が国のデジタル化が十分に進んでいないことが浮き彫りとなりました。そ161 

のような実態を踏まえ、社会全体のデジタル活用に向けた様々な取組が進め162 

られています。デジタル化に関する最近の国の動向は概ね次のとおりです。 163 

  164 

１ 官民データ活用の推進 165 

国は、平成 28（2016）年 12 月に官民のデータ利活用のための環境を総166 

合的かつ効果的に整備するため、「官民データ活用推進基本法」を公布・167 

施行しました。 168 

同法第９条により、都道府県については「都道府県官民データ活用推進169 

計画」の策定が義務付けられました。市町村については、同計画の策定が170 

努力義務とされました。 171 

 172 

２ 「電子政府」から「デジタル・ガバメント」へ 173 

国は、平成 29（2017）年５月に、「官民データ活用推進基本法」及び「世174 

界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」の下、デジタ175 

ル社会に向けた電子行政の目指す方向性を示す「デジタル・ガバメント推176 

進方針」を策定しました。 177 

平成 30（2018）年１月には、「デジタル・ガバメント推進方針」を具体178 

化した「デジタル・ガバメント実行計画」の初版が策定されました。同計179 

画は、その後の取組の進展や、新型感染症への対応で明らかになった課題180 

を踏まえ、令和２（2020）年 12月に再度改定されました。 181 

平成 30（2018）年６月には、「世界最先端デジタル国家」の創造に向け、182 

「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」を策183 

定しました。 184 

 185 

３ 自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の推進 186 

国は、新型感染症への対応で明らかになった課題を踏まえ、令和２（2020）187 

年 12 月に政府において「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」188 
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を決定し、強力な総合調整機能を有するデジタル庁の設置や目指すべきデ189 

ジタル社会のビジョン2を示すとともに、同基本方針を踏まえ改定した「デ190 

ジタル・ガバメント実行計画」に基づきデジタル社会の構築に向けた取組191 

を全自治体において着実に進めていくため、令和２（2020）年 12月 25日192 

に「自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画」を策193 

定し、自治体の「デジタル変革（ＤＸ）」を強力に推進することとしてい194 

ます。 195 

さらに、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」で掲げた 10の196 

原則3の要素を取り込んだ上で、デジタル社会の形成の基本的枠組を明らか197 

にし、これに基づき施策を推進するための「デジタル社会形成基本法」（高198 

度情報通信ネットワーク社会形成基本法（ＩＴ基本法）の後継）や、それ199 

を中核とする「デジタル庁設置法」等のデジタル改革関連法が令和３（2021）200 

年５月 19 日に公布され、デジタル社会の形成に向けた取組が一層加速す201 

るものと考えられます。 202 

このデジタル改革関連法においては、個人情報保護に関して、社会全体203 

のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立に必要204 

な全国的な共通ルールが規定され、行政機関等での、匿名化され個人が特205 

定できない情報の取扱いについても明確化されました。 206 

 207 

４ マイナンバー制度 208 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す209 

る法律」(平成 25年法律第 27号)に基づき社会保障・税番号制度（マイナ210 

ンバー制度）が開始され、平成 28（2016）年 1月からマイナンバーカード211 

の交付が開始されました。 212 

平成 29（2017）年には、パソコンやスマートフォンから行政手続の検索213 

や申請ができる、マイナポータルの運用が開始され、コロナ禍においてマ214 

イナポータルを利用した特別定額給付金申請等が実現した一方、国民や事215 

業者に提供する行政サービスにおいてはいまだに手続の煩雑さが指摘さ216 

れ、マイナンバーカードの更なる普及が必要であるなど、県民が十分にデ217 

ジタル活用の恩恵を受けているとは言い難い状況が続いています。 218 

国は「令和４（2022）年度末までにほぼ全国民に行き渡ること」を目指219 

                                                   
2 デジタル社会の目指すビジョン：デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサ

ービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない、人に優し

いデジタル化～ 
3 10 の原則：①オープン・透明 ②公平・倫理 ③安全・安心 ④継続・安定・強靱（じん） 

⑤社会課題の解決 ⑥迅速・柔軟 ⑦包摂・多様性 ⑧浸透 ⑨新たな価値の創造 ⑩飛躍・国

際貢献 
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して、一層の普及促進に取り組んでいます。 220 

 221 

５ Society5.0 の推進 222 

Society5.0 は、平成 28（2016）年１月に閣議決定された第５期科学技223 

術基本計画で、デジタル化の進展によって到来する、「サイバー空間とフ224 

ィジカル空間が融合（デジタルツインとも言われる）」する社会像として225 

示されたものです。産業のみではなく、交通、医療、金融、公共など広い226 

分野でデジタル技術を適用し、快適で豊かに生活できる社会を意味してい227 

ます。狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社会228 

（Society3.0）、情報社会（Society4.0）に続く、新たな目指すべき社会229 

の姿として提唱されました。実際にコロナ禍を契機としたデジタル化の進230 

展によって、「サイバー空間とフィジカル空間の融合」が進んでいます。 231 

令和３（2021）年３月 26 日に閣議決定された第６期科学技術・イノベ232 

ーション基本計画では、「サイバー空間とフィジカル空間の融合による持233 

続可能で強靱な社会への変革」と「知・人への投資」が必要とされており、234 

デジタル技術はその実現に不可欠な次世代インフラとして戦略的強化を235 

図ることとしています。 236 

 237 

第３節 本県がデジタル技術で取り組むべき課題 238 

１ デジタル変革（ＤＸ）の推進 239 

ＡＩやＩｏＴ、ビッグデータ等の新しいデジタル技術は、近年目覚まし240 

く進展しており、新型感染症の拡大を契機として、世界的にデジタル化が241 

加速しています。そうした中で、新たな価値の創出にデジタル技術を活用242 

することによって競争上の優位性を確立させる「デジタル変革（ＤＸ）」243 

の実行が、これまで以上に求められており、本県もこの動きに乗り遅れず244 

取り組む必要があります。 245 

自治体についても、人口減少による職員の人材不足や地域経済の活力不246 

足による歳入不足から自治体が十分な役割を果たせなくなるおそれがあ247 

ることから、行財政運営の効率化を図り、より良い行政サービスが提供で248 

きるような持続可能な行政運営を確保するため、デジタル変革（ＤＸ）を249 

推進する必要があります。 250 

 251 

２ デジタル技術の利活用による復興の推進・加速化 252 

被災地域においては、避難指示の解除や福島イノベーション・コースト253 

構想の推進など、復興・再生が着実に進展している一方、加速化のために254 

は生活基盤の更なる改善が求められています。避難解除区域等の復興を支255 
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え、帰還や移住等の促進に向けた生活環境の整備を行うために、地上デジ256 

タル放送の受信対策や携帯電話基地局整備などの情報通信基盤整備を引257 

き続き推進していく必要があります。 258 

農林水産業の再開が進展する一方で風評は根強く残っており、さらに259 

「ＡＬＰＳ処理水の処分に関する基本方針」が決定されたことによる新た260 

な風評が懸念され、デジタル技術も活用しながら的確な情報発信を行う必261 

要があります。また、震災の風化が進んでおり、大災害に備えて震災を語262 

り継ぐためにも、デジタル技術を効果的に活用していく必要があります。 263 

 264 

３ デジタル技術を利活用した人口減少対策、地方創生の推進 265 

本県において人口減少は避けられない状況です。人口減少は、地域経済266 

の活力を低下させ、地域社会の維持を困難とするなど、県民生活に深刻な267 

影響を与えることが懸念されています。就業者の減少が続けば、県民全体268 

が受け取る所得も減少します。また、少子化や働き世代の減少により、こ269 

れまで維持されてきた地域コミュニティや産業が衰退するおそれがあり270 

ます。 271 

これらの変化に対して、デジタル技術を利活用する必要があります。 272 

   273 

４ デジタル技術を利活用した安全・安心の確保の推進 274 

広い県土において、自然災害の激甚化や新型感染症等から県民の安全・275 

安心を確保するためには、デジタル技術を活用した迅速な情報分析や的確276 

な情報発信ができる体制の構築が不可欠です。 277 

また、医療・福祉、警察など、県民の安全・安心の確保に密接に関連す278 

る分野において、デジタル技術の活用による業務の高度化・効率化や、課279 

題解決が必要です。 280 

さらに、老朽化が進む社会インフラの機能を良好な状態で維持するため、281 

維持管理の高度化・効率化に向けたデジタル技術の活用が必要です。 282 

  283 

５ 市町村のデジタル化の促進・支援 284 

市町村のデジタル化の状況については、デジタル技術を積極的に活用し285 

て先進的な取組を行っている市町村がある一方、一部の自治体では、人286 

的・財政的な制約によりデジタル化の推進が困難なところもあります。 287 

県は、行政の効率化や県民サービスの向上等を計画的に進めるとともに、288 

これまでの市町村独自のきめ細かなサービスとの両立を図ることができ289 

るように、市町村のデジタル変革（ＤＸ）を支援していく必要があります。 290 

また、官民データ活用推進基本法で、市町村は官民データ活用推進計画291 
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を定めるように努めるものとされており、市町村による官民データの活用292 

を促進する必要があります。 293 

 294 

６ デジタル技術の普及に向けた啓発活動等の推進 295 

デジタル技術の急速な進歩を踏まえ、全ての県民にデジタル化の恩恵を296 

広くいきわたらせていくための環境の整備に取り組み、県民一人一人がデ297 

ジタル技術の利便性を享受できるように普及を図る必要があります。 298 

また、県民一人一人がデジタル技術を安全に使うため、増加している標299 

的型攻撃等の高度な攻撃への注意喚起や、情報モラル教育等の啓発活動が300 

必要です。 301 

 302 

７ サイバーセキュリティの確保 303 

デジタル機器やソフトウェアは、ネットワークで相互に接続されてこそ、304 

その価値を最大に発揮しますが、同時にネットワークこそが不正アクセス305 

などの危険をもたらす要因でもあります。 306 

特にＩｏＴ機器については、社会基盤として進展する一方、管理が行き307 

届きにくい、機器の性能が限られ適切なセキュリティ対策を適用できない308 

などの理由から、サイバー攻撃の脅威にさらされることが多く、その対策309 

強化の必要性が指摘されています。 310 

また、ＡＩ同士がインターネット等を介して連携すること（ＡＩネット311 

ワーク化）により、その便益が飛躍的に増大することが見込まれています312 

が、同時にセキュリティ等のリスクも増大する可能性があることには注意313 

が必要です4。 314 

ＡＩやＩｏＴを推進するためにも、サイバーセキュリティの確保が前提315 

条件となります。 316 

 317 

８ 個人情報保護 318 

令和３（2021）年５月に成立したデジタル社会の形成を図るための関係319 

法律の整備に関する法律により改正される個人情報保護法において、社会320 

全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立に321 

必要な全国的な共通ルールが規定され、令和５（2023）年春から地方公共322 

団体も個人情報保護法に定める規定が適用されることとなりました。 323 

そのため、本県においても条例の改正を予定しており、条例改正後は、324 

個人情報保護法に基づく全国共通の制度となり、公的部門と民間部門での325 

                                                   
4 総務省.「AI ネットワーク社会推進会議 AI 利活用ガイドライン」、p17、

https://www.soumu.go.jp/main_content/000637097.pdf、令和 3 年 11 月 1 日参照 
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個人情報の定義も統一されることから、個人情報の保護とデータ流通の両326 

立を図る必要があります。 327 

なお、個人情報保護法における個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱328 

いに当たって、本人の同意等を必要とする様々な規定が適用されることか329 

ら、本人へ分かりやすく説明をし、理解を得ることが重要になります。 330 

 331 

９ オープンデータの推進 332 

官民データ活用推進基本法第９条及び国が策定した世界最先端デジタ333 

ル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画に基づき、県・市町村のオ334 

ープンデータへの取組を推進しているところではありますが、民間企業等335 

でのオープンデータの利活用については、活性化しているとは言い難い状336 

況です5。 337 

民間企業によるアプリ開発や、他自治体による政策立案等にオープンデ338 

ータが積極的に利活用されるようにするためには、県民のニーズの把握や、339 

国が策定する「推奨データセット」への対応等を進め、より質の高いオー340 

プンデータを公開する必要があります。 341 

  342 

                                                   
5 内閣官房. 世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画、p51、

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20200717/siryou1.pdf、令和 3 年 11 月 1

日参照 

 

本章の記載にあたり、総務省の「情報通信白書（平成 24 年度版、平成 30 年度版、令和

３年度版）」を参考にしています。 
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第３章 計画の目指すべき姿及び施策の展開方向 343 

 344 

第１節 計画の目指すべき姿 345 

デジタル変革（ＤＸ）によって、日々の暮らしや仕事など、社会のあらゆ346 

る場面で県民一人一人が豊かさや幸せを実感できるよう、次のとおり目指す347 

べき姿及び指標を掲げ、デジタル技術の活用と官民データの利活用を推進し348 

ていきます。 349 

 350 

１ 「誰もが行政手続をオンラインで行える社会」 351 

行政手続のオンライン化を積極的に推進し、統一した分かりやすいユー352 

ザーインターフェースの導入、県民及び事業者の情報リテラシー向上支援353 

等により、オンライン利用率を引き上げます。 354 

 355 

指標名 
現況値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和７年度） 

オンライン利用率 ４８.２％ ８０.０％ 

※ 「オンライン利用率」は、優先的にオンライン化を推進すべき手続に係る総務356 

省調査を基に算出6 357 

 358 

２ 「個人及び事業者に最適な情報やサービスが自動で提供される社会」 359 

県民及び事業者に対する基本的な行政サービスに加え、県民及び事業者360 

からデータを提供してもらうことで、防災や観光、健康等様々な分野にお361 

いて、各々に必要な情報やサービスが、必要なタイミングで自動的に届く362 

ような仕組みを、市町村や事業者と協働で作ります。 363 

 364 

指標名 
現況値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和７年度） 

スマートシティに取り組む市町村数 １自治体 ７自治体 

※ 「スマートシティに取り組む市町村数」は、県総合計画の補完指標 365 

 366 

 367 

                                                   
6 「地方公共団体における行政手続等に係るオンライン利用状況調査（総務省）」（デジタル・

ガバメント実行計画（令和 2 年 12 月 25 日閣議決定）において地方公共団体が優先的に、

かつ、早急にオンライン化を推進すべき手続の手続総件数、オンライン手続件数等の実績

を調査するもの）を基に、県及び市町村の合算値を算出 
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第２節 施策の展開方向 368 

ＤＸ基本方針に基づき、本計画の目指すべき姿を実現するため、デジタル369 

技術と官民データを利活用する各種施策を、次の 10 の方向に展開していき370 

ます。 371 

 372 

１ 行政のデジタル化 373 

ＤＸ基本方針の基本理念に基づき、行政サービスの向上、公務能率の向374 

上のため、県及び市町村の行政運営におけるデジタル化を推進します。 375 

（１）行政サービスの向上 376 

行政手続のオンライン化において障害となっている書面規制、押印、377 

対面規制の見直しやシステムの整備、公金収納のキャッシュレス化の拡378 

大等の取組を進め、行政手続のオンライン化を推進します。 379 

また、既存のシステムやソフトウェア等の棚卸しを行い、システム間380 

の新たな連携の仕組の構築や最適化により新しい課題への対応や行政381 

サービス及び公務能率の向上を図ります。 382 

さらに、県が公開するオープンデータを様々な主体が容易に活用でき383 

るようにするため、国が策定する「推奨データセット」に対応していき384 

ます。 385 

（２）公務能率の向上 386 

ペーパーレス化の推進、庶務業務の集約化の検討、電子決裁の拡充、387 

業務システムの連携・最適化、ＲＰＡやＡＩの活用等を進めるとともに、388 

Ｗｅｂ会議の拡充やテレワークの推進を行います。 389 

（３）ＩＴインフラ等の環境整備 390 

行政サービス・公務能率の向上の取組を支える基盤整備として、福島391 

県情報通信ネットワークシステム等の適切な運用やパソコンＯＳの更392 

新を行うとともに、庁内ネットワークの無線化、職員用パソコンのモバ393 

イル化、ファイルサーバーのクラウド化等の新たな基盤構築にも取り組394 

んでいきます。 395 

これらの環境を職員が使いこなし、データの活用やセキュリティ確保396 

に関する能力を持つことができるようにするため、民間の専門研修等に397 

より、職員の情報リテラシーの向上に向けて取組を進めます。 398 

（４）市町村支援・連携 399 

市町村については、国が示した「自治体ＤＸ推進計画」等に基づき、400 

市町村自らがデジタル変革（ＤＸ）を推進していく必要があることから、401 

市町村の実情に応じ、総務省及びデジタル庁と連携したデジタル人材の402 

任用等の支援や自治体情報システムの標準化・共通化のため国が整備す403 
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る「ガバメントクラウド」への円滑な移行に必要な支援、マイナンバー404 

カードの普及促進支援等を行います。 405 

また、市町村に対して専門家の派遣による人的支援やシステム導入補406 

助等を実施し、市町村における行政手続のオンライン化や、ＡＩ・ＲＰ407 

Ａ等の導入、テレワークの推進、オープンデータの充実等に向けて支援408 

します。 409 

加えて、県内の市町村においては、デジタル変革（ＤＸ）、スマート410 

シティ等の先進的な取組を行う自治体も増えてきており、全国的にもモ411 

デルとなるような取組を支援しつつ、こうした先進的な取組の成果を県412 

内の市町村に共有するなど、横展開に向けた支援を行います。 413 

 414 

２ データ利活用の推進 415 

官民データ活用推進基本法に基づき、データの公開・流通を推進します。416 

また、個人情報を含む様々なデータを利活用し、行政サービスの向上を図417 

ります。 418 

（１）官民データ活用の推進 419 

県は、市町村と共に、官民データをオープンデータとして公開し、県420 

庁内や市町村間を始めとして様々な主体に活発に流通させるとともに、421 

最新のデジタル技術を活用して、誰もがオープンデータを自由に利活用422 

することで、新しいビジネスの創造や問題解決を目指します。 423 

（２）データの利活用の取扱いに係る整理 424 

データには、一定期間変動しない個人の住所のような静的なものや、425 

リアルタイムに変動する個人の位置情報のような動的なものがあり、デ426 

ータの収集者や収集方法なども様々であることから、利活用するデータ427 

について基本的な考え方を整理し、範囲等も適宜見直しながら利活用を428 

推進します。 429 

なお、個人情報を含むデータ利用のための同意取得については、事前430 

に同意を得る方式（オプトイン）又は利用時点での不同意の意思表示を431 

可能とする方式（オプトアウト）があり、いずれの方式でも本人へわか432 

りやすく説明をし、理解を得ていきます。 433 

さらに、ビッグデータのように匿名化され個人が特定できないデータ434 

の利用についても慎重に取り扱います。 435 

 436 

３ 震災からの復興・再生 437 

東日本大震災と原子力災害は、被災地域の生活基盤や地域経済に大きな438 

打撃を与え続けています。 439 
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避難地域の経済活性化等に向け、デジタル技術を活用した戦略的な情報440 

発信を行い、避難地域において避難者等の帰還の促進、交流人口等の拡大、441 

移住者の増加を図ります。 442 

また、福島イノベーション・コースト構想の実現に向けて、浜通り地域443 

等において起業・創業にチャレンジする企業・個人を支援します。 444 

さらに、同構想に基づき、浜通り地域等において農林水産業へ最新のデ445 

ジタル技術を活用するための開発・実証研究を行い、成果の県内全域への446 

波及を目指します。 447 

「ＡＬＰＳ処理水の処分に関する基本方針」が決定されたことによる新448 

たな風評が懸念されることから、デジタル技術を効果的に活用し、風評の449 

払拭を図ります。 450 

風化対策としては、「東日本大震災・原子力災害伝承館」等でのデジタ451 

ル技術を活用した情報発信を通じ、震災及び原子力災害の風化を防ぐとと452 

もに、福島の経験や教訓を未来に継承します。 453 

 454 

４ 地方創生・関係人口の創出 455 

東日本大震災と原子力災害により加速した人口減少や、少子・高齢化を456 

カバーするため、本県への人の流れや雇用等を創出し、地域活性化を図る457 

必要があります。 458 

移住促進及び関係人口・交流人口の創出や、副業人材等による地域課題459 

解決を図るため、テレワークの推進や、首都圏等の企業が情報処理部門等460 

の本社機能を本県へ移転する場合の税制優遇等の支援を実施します。 461 

また、デジタル技術を活用した地域おこしの取組や、観光・県産品の魅462 

力などを効果的に伝える戦略的な広報を推進します。 463 

 464 

５ 教育・人材育成 465 

県民一人一人が最新のデジタル技術の便益を享受するためには、子ども466 

から学生、社会人まで、人材育成環境の充実が必要です。 467 

子どもや学生への教育としては、情報活用能力の育成を図るなど、情報468 

モラル教育を推進していきます。 469 

また、小中高の学校においてデジタル環境整備を進め、デジタル技術を470 

有効に活用した授業を実践し、教員の「ＩＣＴ活用指導力」の向上も図り471 

ます。 472 

社会人に対しては、会津大学、テクノアカデミー、農業短期大学校等を473 

中心として、デジタル変革（ＤＸ）、ロボット、スマート農業等について474 

のリスキリング（デジタル技術を始めとした新たな技能の習得）等の人材475 
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育成を推進するとともに、女性向け講座の開催によるリカレント教育（学476 

び直し・生涯学習）等、女性のデジタル人材の育成も図ります。 477 

また、サイバー犯罪等についての情報を継続的に発信し、県民の防犯意478 

識の向上を図ります。 479 

 480 

６ 産業振興 481 

ＡＩ、ＩｏＴ等のデジタル技術が進展し、また新型感染症の拡大を契機482 

として世界的なデジタル化が加速している中、本県の産業においても競争483 

力を強化するためにはデジタル技術に対応する必要があります。 484 

そのため、会津大学や商工会等と連携し、県内企業に対して専門家を派485 

遣して生産活動の改善を図る等、デジタル変革（ＤＸ）の推進を支援しま486 

す。 487 

また、ハイテクプラザを中心として、ものづくり企業に対し、ロボット488 

やＡＩ、ＩｏＴの活用を支援するとともに、デジタル関連企業の誘致を支489 

援し、デジタル産業の集積を図ります。 490 

農林水産業や公共工事等では、ＡＩ、ＩｏＴ、ＩＣＴ、ドローンの活用491 

や、情報の高度化・共有化に取り組み、スマート農業、スマート林業及び492 

スマート漁業の推進や、公共工事における業務効率化を図ります。 493 

 494 

７ 健康・医療・福祉 495 

広い県土をもつ本県が県民の健康な暮らしを実現していく上では、遠隔496 

技術や情報の共有・提供等、デジタル技術の活用が効果的です。 497 

遠隔医療や電子カルテ、ロボットの導入等、医療機関におけるデジタル498 

技術の活用を推進し、医療の質の向上や、よりよい医療を得られる機会の499 

増加を図ります。一方、デジタル技術を活用した業務効率化を推進するこ500 

とで、医療・介護の現場における職員の定着を図ります。 501 

また、福島県版健康データベースのデータ分析やスマートフォンアプリ502 

等を活用し、県民の健康維持・改善を図ります。 503 

新型感染症対策としては、国が開発した各種システムを活用し、迅速な504 

感染症対策に取り組むとともに、関連するシステムの改修・運用に当たっ505 

ては、国等と連携を図ります。 506 

 507 

８ 安全・安心、環境 508 

激甚化する自然災害や環境の変化に適切に対応するためには、デジタル509 

技術の活用が不可欠です。 510 

県民の安全・安心な暮らしを支えるため、災害や武力攻撃に対応するネ511 
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ットワークシステムを維持するとともに、最新の情報通信関連技術の導入512 

を検討し、災害情報等の効果的な発信に取り組みます。また、Ｗｅｂサイ513 

トやＶＲ技術等のデジタルツールを活用し、県民の防犯・防災意識の向上514 

を図ります。 515 

環境への取組としては、スマートフォンアプリを活用したごみ減量化や516 

山間部での通信技術を活用した効果的な鳥獣被害対策を推進します。 517 

 518 

９ デジタルデバイド対策 519 

地域社会のデジタル化を進めるに当たり、年齢、障がいの有無、性別、520 

国籍、経済的な理由等に関わらず、誰も取り残さない形で、全ての県民に521 

デジタル化の恩恵を広くいきわたらせていくための環境の整備に取り組522 

む必要があります。 523 

光ファイバ網や携帯電話、５Ｇサービス 、ローカル５Ｇ等の情報通信524 

基盤を有効に活用するため、国庫補助事業の活用等を通じて情報通信基盤525 

の整備を促進します。 526 

あわせて、避難解除区域において、住民帰還に向けた生活環境を確保す527 

るため、国や市町村と連携しながら、地上デジタル放送の難視対策や携帯528 

電話基地局の整備を促進します。 529 

また、若年層や高齢者、外国人にも分かりやすいユーザーインターフェ530 

ースの設計や、障がい特性に応じた情報バリアフリー環境の整備等、利用531 

者に優しい行政サービスを実現します。 532 

さらには、ふくしまＩＣＴ利活用推進協議会やＮＰＯ等と連携し、高齢533 

者を含めた地域住民の情報リテラシー向上を推進するための普及・啓発活534 

動を行います。 535 

 536 

10 情報セキュリティ対策・個人情報保護 537 

デジタル技術を利活用していくためには、情報セキュリティ対策や個人538 

情報を保護する仕組みが不可欠です。 539 

（１）情報セキュリティ対策 540 

「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイド541 

ライン」（総務省）を踏まえ、最高情報セキュリティ責任者（ＣＩＳＯ）542 

と連携し、情報セキュリティポリシーの見直しを継続して行っていきま543 

す。 544 

また、必要なセキュリティレベルを確保しつつ、業務の利便性・効率545 

性の向上を図るため、庁内ネットワークにおける業務端末・システムの546 

最適な配置等について検討を行います。 547 
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さらに、高いセキュリティレベルを満たす民間のクラウドサービスを548 

導入する等、情報セキュリティの向上を図ります。 549 

（２）個人情報保護 550 

個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）、福551 

島県個人情報保護条例（以下「条例」という。）など、それぞれの個人552 

情報保護法制を遵守し、個人情報の保護その他の個人の権利利益の保護553 

のための措置を講じているところです。 554 

また、令和３（2021） 年に改正された個人情報保護法に基づき条例555 

を改正し、個人情報の保護とデータ流通の両立を図ります。 556 

デジタル化の推進に当たっても、個人情報保護法及び条例に基づき、557 

職員を始め、委託業者についても、法令遵守に徹するとともに、責任を558 

もって指導・監督していきます。 559 

  560 
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第４章 計画の推進 561 

  562 

第１節 推進体制 563 

本計画は「福島県デジタル社会形成推進本部」で全庁的な意思統一の下に564 

策定します。県庁内の推進体制としては、「福島県デジタル社会形成推進本565 

部デジタル化推進部会」において各施策を効果的かつ効率的に推進します。 566 

また、今後さらに様々な分野のデジタル技術が、社会の様々な分野へ活用567 

されることが予想されるため、県、市町村、各種団体、民間企業、金融機関、568 

大学等を会員として設立された「ふくしまＩＣＴ利活用推進協議会」を活用569 

するなどして、国や市町村、県民等と連携・協働し、デジタル技術及び官民570 

データ利活用に関する事例、ニーズや課題を把握し、各施策へフィードバッ571 

クしていきます。 572 

さらに、「福島県ネットワーク・セキュリティ連絡協議会」と連携して、573 

デジタル技術及び官民データの安全な利活用を目指します。 574 

 575 

第２節 進行管理 576 

本計画で示した施策の展開方向の具体化については、ＤＸ基本方針に例示577 

した事業も含めて、県庁内各部局がそれぞれ実施する事業を取りまとめ、各578 

事業について、可能な限りＫＰＩ（重要業績評価指標）を定め、個別事業の579 

進行管理を行います。 580 

ＤＸ基本方針に示したロードマップに対する達成状況等、各事業の達成度581 

を評価し、適宜計画・目標の見直しを実施します。 582 

なお、進行状況は、翌年度に取りまとめて公表します。 583 

 584 

第３節 計画の見直し 585 

本計画の期間は、令和４（2022）年度から令和７（2025）年度までの４年586 

間としますが、デジタル技術の進展の速さや新型感染症、自然災害等による587 

社会情勢の変化に対応するため、必要に応じて見直しを行うこととします。 588 

 589 

  590 
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用語解説 591 

 592 

索引 用語 解説 

オ オープンデータ  国、地方公共団体及び事業者が保有する官民デ

ータのうち、国民誰もがインターネット等を通じ

て容易に利用（加工、編集、再配布等）できるよ

う、次のいずれの項目にも該当する形で公開され

たデータのこと。 

１ 営利目的、非営利目的を問わず二次利用可

能なルールが適用されたもの。 

２ 機械判読に適したもの。 

３ 無償で利用できるもの。 

【参照】 

「オープンデータ基本指針」（高度情報通信ネッ

トワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進

戦略会議決定）、p2 

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploa

ds/documents/kihonsisin.pdf 

か ガバメントクラウド 政府の情報システムについて、共通的な 基

盤・機能を提供する複数のクラウドサービスの利

用環境であり、早期に整備し、運用を開始するこ

ととしています。 

 官民データ 官（国、地方公共団体等）と民（事業者等）が

保有する電磁的に記録された情報のこと。 

【参照】 

「官民データ活用推進基本法」第 2条第 1項 

き キャッシュレス お札や小銭などの現金を使用せずにお金を払

うこと。 

く クラウドサービス 従来は利用者が手元のコンピュータで利用し

ていたデータやソフトウェアを、ネットワーク経

由で、サービスとして利用者に提供するもので

す。利用者側が最低限の環境（パーソナルコンピ

ュータや携帯情報端末などのクライアント、その

上で動く Webブラウザ、インターネット接続環境

など）を用意することで、どの端末からでも、さ

まざまなサービスを利用することができます。 
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さ サイバー犯罪 個人や企業のパソコンやサーバに不正に侵入

して、データを盗み取ったり書き換えたりするな

ど、ICTを悪用した犯罪のこと。 

し 情報リテラシー 情報を十分に使いこなせる能力のこと。 

す 推奨データセット オープンデータの公開とその利活用を促進す

ることを目的とし、政府として公開を推奨するデ

ータと、公開するデータの作成にあたり準拠すべ

きルールやフォーマット等を取りまとめたもの。 

【参照】 

https://cio.go.jp/policy-opendata 

 スーパーシティ スマートシティの発展形の一つであり、医療や

交通、教育、行政手続など、生活全般にまたがる

複数の分野で、規制改革とともに、ＡＩなどを活

用する先端的なサービス（決済の完全キャッシュ

レス化や遠隔教育、遠隔医療など）を導入するこ

とで、便利でより良い暮らしを実現していく都市

又は地域のこと。 

 スマートシティ 交通や健康・医療といった都市にかかわる様々

なデータを効率的に収集・管理することによっ

て、データ同士の掛け合わせやデータの再利用を

通じて新たなサービスの創出を可能とすること

で、社会課題の解決を図る都市又は地域のこと。 

た 第 5 世代移動通信シ

ステム（5G） 

次世代の通信規格であり、高速・大容量、超高

信頼・低遅延、多数同時接続が特徴です。 

て デジタル・ガバメン

ト 

サービス、プラットフォーム、ガバナンスとい

った電子行政に関する全てのレイヤーがデジタ

ル社会に対応した形に変革された状態のこと。 

【参照】 

「デジタル・ガバメント推進方針」（高度情報通

信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活

用推進戦略会議決定）、p.2 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei

/pdf/20170530/suisinhosin.pdf 

 デジタルツイン ＩｏＴなどで収集した現実世界にある情報（デ

ータ）を元に、現実世界の環境を双子のようにコ

ンピュータ上で再現する技術のこと。 
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 デジタルデバイド インターネットやパソコン等の情報通信技術

を利用できる者と利用できない者との間に生じ

る格差のこと。 

 デジタル・トランス

フォーメーション：

デジタル変革（DX） 

ICT の浸透が人々の生活のあらゆる面でより良

い方向に変化させること。 

【参照】 

自治体デジタル・トランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ）推進計画の概要（総務省）、p1 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000727

132.pdf 

 テレワーク ICT を活用して、時間や場所を有効に活用でき

る柔軟な働き方のこと。本県では、在宅勤務、サ

テライトオフィス及びモバイルワークを総称し

てテレワークと言います。 

【参照】 

総務省「平成 29年版 情報通信白書」、第 1部第

4章第 2節、p.177 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whit

epaper/ja/h29/pdf/n4200000.pdf 

と ドローン 無人の航空機で、遠隔操作や自動操縦で飛行さ

せることができるもの。 

【参照】 

航空法第 2条第 22項 

ひ ビッグデータ 一般的なデータベースソフトやデータ処理ソ

フトで扱うことができないほど大量のデータの

こと。 

【参照】 

総務省「平成 24 年版 情報通信白書」、第 1 部

第 2章第 1節、p.153 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whit

epaper/ja/h24/pdf/n2010000.pdf 

ふ ふくしまＩＣＴ利活

用推進協議会 

産・学・官が一体となって高度情報化に関する

普及・啓発や調査・研究活動等を行うことにより、

県全体の高度情報化の推進を図り、 もって県民

生活の向上や産業振興など地域の活性化に寄与

することを目的に、平成 2年に設立された任意団
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体です。 

https://www.fict-promotion-association.net/

about-1/ 

 福島県ネットワー

ク・セキュリティ連

絡協議会 

サイバー犯罪及びサイバー攻撃の被害及び拡

大の防止を図るため、会員（民間企業、団体、自

治体、教育機関、警察機関）相互が緊密に連携し、

各種情報の交換や防犯意識の普及高揚に務め、県

民生活の安全や正常な高度情報化の推進に寄与

することを目的として、平成 12 年に設立された

団体です。 

ま マイナポータル 政府が運営するオンラインサービスです。子育

てや介護をはじめとする、行政手続の検索やオン

ライン申請がワンストップでできたり、行政機関

からのお知らせを受け取れたりする、自分専用の

サイトです。 

【参照】 

https://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/inde

x.html 

 マイナンバー 日本に住民票を有する全ての方（外国人の方も

含まれます。）が持つ 12桁の番号です。 

※ 原則として生涯同じ番号を使用し、マイナ

ンバーが漏えいして不正に用いられるおそれ

があると認められる場合を除いて、自由に変

更することはできません。 

【参照】 

https://www.cao.go.jp/bangouseido/seido/ind

ex.html 

 マイナンバーカード マイナンバーカードは、プラスチック製の IC

チップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、

性別、マイナンバー（個人番号）と本人の顔写真

等が表示されます。本人確認のための身分証明書

として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax

等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサ

ービスで利用できます。 

【参照】 

https://www.kojinbango-card.go.jp/kojinbang
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o/ 

ユ ユーザーインターフ

ェース 

一般的にユーザー（利用者）と製品やサービス

とのインターフェース（接点）すべてのこと。 

リ リカレント教育 学校教育からいったん離れたあとも、それぞれ

のタイミングで学び直し、仕事で求められる能力

を磨き続けていくこと。 

【参照】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18817.ht

ml 

 リスキリング 新しい職業に就くために、あるいは、今の職業

で必要とされるスキルの大幅な変化に適応する

ために、必要なスキルを獲得する又は獲得させる

こと。 

A AI 「Artificial Intelligence」の略で、人間の

知能を再現することを目的に開発されたソフト

ウェア（人工知能）のこと。 

 ALPS処理水 原子力建屋内で燃料デブリに触れて放射性物

質を含んだのものが「汚染水」であり、そこから

ALPS（他各種除去設備）などを用いてトリチウム

以外の放射性物質を規制基準以下まで取り除い

たものが「ALPS処理水」です。 

【参照】 

https://fukushima-updates.reconstruction.go

.jp/faq/fk_240.html 

 AR 「Augmented Reality」の略で、目の前にある

現実世界にコンピュータで作られた映像や画像

を重ね合わせ、現実世界を拡張する技術のこと。 

I IoT 「Internet of Things」の略で、「モノのイン

ターネット」と訳され、あらゆるモノをインター

ネット又はネットワークに接続し、相互に情報交

換をする仕組みのこと。 

K KPI 「Key Performance Indicator」の略で、重要

業績評価指標と訳され、施策ごとの進捗状況を検

証するために設定する指標のこと。 

O OS Operating System（オペレーティング・システ

ム）の略で、コンピュータを動作させるための基
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本的な機能を提供するシステム全般のこと。 

P PDCA Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action

（改善）の頭文字をとったもので、これらのプロ

セスを循環させ、継続的に改善を進めようという

概念。 

S SDGs（持続可能な開

発目標） 

2015年 9月の国連サミットで採択された「持続

可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載さ

れた、2030年までに持続可能でよりよい世界を目

指す国際目標のこと。17のゴール・169のターゲ

ットから構成され、地球上の「誰一人取り残さな

い」ことを誓っています。 

【参照】 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs

/about/index.html 

 Society5.0 サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現

実空間）を高度に融合させたシステムにより、経

済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心

の社会（Society）のこと。 

【参照】 

https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/ 

V VR 「Virtual Reality」の略で、仮想現実のこと。

現実にない世界又は体験し難い状況をＣＧによ

って仮想空間上に作り出す技術のこと。 
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